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静

慈

圓

高

野

山

大

学

は

じ

め

に

弘
法
大
師
空
海
（
以
下
空
海
と
称
略
す
る
）
は
、
自
然
の
摂
理
に
よ
り
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
三
月
二
十
一
日
虎
の
刻
、
六
十
二
歳
で

高
野
山
に
入
滅
さ
れ
た
。
空
海
の
入
滅
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は

高
野
山
奥
の
院
に
入
定
さ
れ
た

と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
空
海
が

入
滅
し
た
の
か
、
入
定
し
た
の
か
の
問
題
は
、
承
和
二
年
か
ら
千
二
百
年
ほ
ど
た
っ
た
今
日
ま
で
、
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て

き
た
。

今
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
両
説
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
に
空
海
は
千
年
以
上
各
時
代
を
生
き
つ
づ
け
、
今
日
も
生
き

て
い
る
。
空
海
が
生
き
て
い
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
空
海
は
、
真
言
宗
に
お
い
て
は
祖
師
と
し
て
生
き

て
い
る
。
多
く
の
人
は
空
海
を
信
奉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
を
願
い
、
空
海
を
拝
ん
で
い
る
。
空
海
は
な
ぜ
礼
拝
の
対
象
と
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
研
究
は
こ
の
問
題
を
、
空
海
自
身
の
人
間
性
に
求
め
、
歴
史
の
中
で
空
海
に
対
す
る
事
項
を
検
討
し
、
さ
ら
に
空
海
を
崇

拝
す
る
宗
教
的
な
根
拠
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

七
五



一

空
海
の
生
涯
に
お
け
る
覚
り
の
位
置
づ
け

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）、
空
海
は
入
唐
す
る
。
そ
の
年
の
十
二
月
二
十
一
日
長
安
へ
到
着
。
翌
年
六
月
初
め
、
青
龍
寺
で
恵
果
和

尚
を
阿

梨
と
し
て

頂
を
受
け
る
。
空
海
の

請
来
目
録

に
記
載
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
六
月
上
旬
に
は
学
法

頂
に
入
っ
て
胎
蔵
の

頂
を
受
け
る
。
七
月
上
旬
に
は
、
金
剛
界

頂
を
受
け
る
。
八
月
上
旬
に
は
、
阿

梨
位
の
伝
法

頂
を
受

１
け
る
。
密
教
の
法
燈
で
は
、

こ
の
時
空
海
は
阿

梨
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
空
海
の
覚
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
空
海
は
、

頂
を
受
け
た
三
十
二
歳
の
時
覚
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

で
は
な
い
。
空
海
は

頂
に
よ
っ
て
阿

梨
の
系
譜
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相
承
系
譜
は
、
密
教
を
継
承
し
た
と
い
う
意
味
で
大

事
な
儀
礼
で
あ
る
が
、
空
海
自
身
の
覚
り
と
な
る
と
、
こ
れ
は
別
に

え
る
必
要
が
あ
る
。
と
も
か
く
空
海
は
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）

に
帰
朝
す
る
。

帰
朝
後
の
空
海
は
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
三
十
六
歳
か
ら
文
章
を
書
き
初
め
る
。
こ
の
年
嵯
峨
天
皇
の
即
位
が
あ
り
、
空
海
の
文
章

は
天
皇
へ
の
上
表
文
と
し
て
初
ま
る
の
で
あ
る
。

勅
賜
の
世
説
の
屛
風
書
畢
っ
て
献
ず
る
表

が
そ
れ
で

２
あ
る
。

空
海
の
覚
り
の
覚
証
が
い
つ
か
を
理
解
す
る
に
は
、
上
表
文
が
重
要
と
な
る
。
以
下
に
そ
の
要
点
に
触
れ
て
い
く
。
空
海
の
上
表
文
は

十
九
通
み
ら

３
れ
る
。
そ
の
内
嵯
峨
天
皇
へ
は
十
五
通
、
淳
和
天
皇
へ
は
四
通
で
あ
る
。
今
問
題
と
な
る
の
は
嵯
峨
天
皇
へ
の
上
表
文
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
文
体
の
上
か
ら
検
討
す
る
と
、
そ
の
文
体
に
お
い
て
次
の
三
点
で
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

ま
ず
第
一
は
、
上
表
文
の
書
き
出
し
部
分
（
冒
頭
）
に
お
い
て
、

沙
門
空
海
言
（
又
は
空
海
聞
）
↓

故
能

云
云
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↓

是
故

云
云

↓

是
以

云
云

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
は
、
こ
の
形
式
が
使
用
さ
れ
る
の
は
空
海
四
十
一
歳
以
後
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の

上
表
文
で
は
、
定
型
と
し
て
の
意
識
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
上
表
文
の
特
色
と
し
て
、
天
皇
を
賛
嘆
す
る
語
句
を
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
上
表
文
中
賛
嘆
の
語
句
は
十
例
見
出
せ
る
。

そ
の
部
分
の
文
章
構
造
を
見
る
と
一
つ
問
題
が
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、

伏
惟
皇
帝
陛
下

（
対
句
）

の
表
現
が
あ
り
、
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
天
子
を
讃
え
て
い
る
。
こ
の
形
式
が
意
識
的
に
使
用
さ
れ
、
定
型
化
し
た
の
は
、
四
十
歳
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
上
表
文
の
文
末
の
部
分
は
、
書
止
め
と
日
付
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
書
止
め
に
お
い
て
、

沙
門
空
海
誠
惶
聖
恐
謹
言

の

語
句
が
あ
る
。
こ
の
語
句
が
意
識
し
て
用
い
始
め
ら
れ
た
の
は
、
四
十
歳
の
時
で
あ
る
と
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

空
海
の
上
表
文
を
文
章
表
現
か
ら
み
る
と
、
以
上
の
三
つ
の
特
色
が
、
四
十
歳
、
四
十
一
歳
の
と
こ
ろ
で
見
事
に
一
致
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
空
海
は
四
十
歳
に
お
い
て
、
何
か
人
間
的
な
変
革
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
今
度
は
、
上
表
文
の
内
容
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
す
る
と
こ
こ
で
も
空
海
の
人
間
的
変
革
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

ま
ず
嵯
峨
天
皇
へ
の
上
表
文
に
は
、
徹
底
し
た
謙
遜
表
現
を
も
っ
て
述
べ
て
い
る
。
自
ら
を
謙
遜
す
る
表
現
は
、
三
十
六
歳
よ
り
四
十

歳
ま
で
の
上
表
文
全
て
に
わ
た
っ
て
徹
底
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
四
十
一
歳
以
後
の
上
表
文
は
、
同
じ
嵯
峨
天
皇
へ
の
上
表
文
で
あ
る
の
に
、
自
ら
を
謙
遜
す
る
表
現
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

嵯
峨
天
皇
へ
堂
々
と
対
等
の
立
場
で
文
章
内
容
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
文
章
の
構
造
と
内
容
と
の
両
面
か
ら

察
し
て
、
空

海
は
四
十
歳
で
、
自
ら
の
人
間
変
革
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
空
海
の
覚
り
の
覚
証
を
見
る
の
で
あ
る
。

空
海
が
覚
証
し
た
密
教
と
は
、
如
来
の
内
証
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
如
来
の
内
証
を
覚
証
し
た
空
海
が
、
覚
っ
た
境
地
か
ら
、

自
ら
の
覚
り
を
披
露
し
た
も
の
で
あ
る
。

密
教

と
い
う
第
一
声
は
、
密
教
以
外
の
全
て
の
教
え
を

顕
教

と
し
、

顕
密
二
教

と

し
て
弁
じ
た

弁
顕
密
二
教
論

で
は
っ
き
り
主
張
し
て
い
る
。
四
十
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
こ
で
空
海
の
覚
り
、
つ
ま
り
如
来
の
内
証
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
深
め
て
い
き
た
い
。
空
海
は
自
ら
の
覚
り
（
密
教
）
を
多
く
の
論
文
で
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

般
若

心
経
秘
鍵

（
以
下

秘
鍵

と
略
称
す
る
）
と

秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論

（
以
下

十
住
心
論

と
略
称
す
る
）
か
ら
検
討
す
る
。

二

秘
鍵

・

十
住
心
論

に
見
ら
れ
る
覚
り

空
海
が
覚
証
し
た
密
教
と
は
、
如
来
の
内
証
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
四
十
歳
に
お
い
て
如
来
の
内
証
を
覚
証
し
た
空
海
が
、

そ
の
境
地
か
ら
自
ら
の
悟
り
を
披
露
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
如
来
の
内
証
と
い
う
立
場
か
ら
、
空
海
の
覚
り
に
触
れ
て
い
き
た
い
。

一
般
的
解
釈
で
は
、

般
若
心
経

は
、

大
般
若
経

を
略
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
空
海
は
、

秘
鍵

に
お
い
て
、

大
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
と
は
、
即
ち
是
大
般
若
菩
薩
の
大
心
真
言
三
摩
地
法
門
な
り

と
い
う
。
こ
こ
が
空
海
の
覚
証
し
た
立
場
か
ら

の
説
き
方
な
の
で
あ
る
。

秘
鍵

の

問
答
決
疑
分

を
見
る
と
、
そ
の
文
中
に

問
、
顕
密
二
教
其
の
旨
天
に
懸
な
り
。
今
此
の
顕
経
の
中
に
秘
義
を
説
く
、

不
可
な
り

と
あ
り
、
そ
の
答
え
に

医
王
の
目
に
は
、
途
に
触
れ
て
皆
薬
な
り
。
解
宝
の
人
は
、

石
を
宝
と
見
る

と
あ
る
。
つ
ま
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り
古
来
か
ら
の

般
若
心
経

の
解
釈
を
、
空
海
は
顕
教
と
い
う
が
、
そ
の
顕
教
の
中
に
も
秘
義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は

医
王
の
眼
に
は
、
途
に
触
れ
る
も
の
こ
と
ご
と
く
が
薬
と
な
る

の
如
く
に
、
秘
密
眼
を
開
い
た
者
に
は
、

般
若
心
経

が
そ
の
ま

ま
密
教
と
な
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
秘
密
眼
を
開
い
た
者
と
は
、
如
来
の
三
摩
地
を
覚
証
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。

秘
鍵

と

は
、
こ
の
如
来
の
三
摩
地
を
覚
証
し
た
空
海
が
、

般
若
心
経

の
中
に
見
出
し
た
覚
り
を
披
瀝
し
た
文
な
の
で
あ
る
。

今
一
つ
、

十
住
心
論

を
見
て
お
こ
う
。
前
の

秘
鍵

の
場
合
と
同
じ
く
、
如
来
の
三
摩
地
を
覚
証
し
た
空
海
の
思

そ
の
も
の

が
、

十
住
心
論

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
辿
っ
て
お
き
た
い
。

一
般
論
で
あ
る
が
、

十
住
心
論

と

十
住
心
論

の
略
論
と
さ
れ
る

秘
蔵
宝

を
用
い
て
、
十
住
心
体
系
を
整
理
し
表
示
す

る
と
次
の
如
く
な
る
（
表
参
照
）。

（
十
住
心
）

（
十
界
）

（
五
種
三
昧
道
）

（
深
秘
門
・
真
言
）

第
一
住
心

地
獄
乃
至
修
羅
界

教
乗
起
因

第
二
住
心

人

界

世
間
三
昧
道

人

乗

世
間
道

第
三
住
心

天

界

（
世
天
の
真
言
）

天

乗

第
四
住
心

声

聞

界

声
聞
三
昧
道

（
声
聞
の
真
言
）

声
聞
乗

小

乗

顕
教

第
五
住
心

縁

覚

界

縁
覚
三
昧
道

（
縁
覚
の
真
言
）

縁
覚
乗

第
六
住
心

弥

菩
薩
の
三
摩
地
門
・
真
言

法
相
宗

第
七
住
心

文
殊
菩
薩
の
三
摩
地
門
・
真
言

三
論
宗

菩

薩

界

菩
薩
三
昧
道

大

乗

第
八
住
心

観
自
在
菩
薩
の
三
摩
地
門
・
真
言

天
台
宗

第
九
住
心

普
賢
菩
薩
の
三
摩
地
門
・
真
言

華
厳
宗

第
十
住
心

仏

界

仏
三
昧
道

大
日
如
来
の
三
摩
地
門
・
真
言

真
言
宗

秘
密
仏
乗

密
教
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今
は
浅
略
門
の
名
称
だ
け
を
記
し
て
お
く
と
、
第
一
・
第
二
・
第
三
住
心
で
は
、
十
界
の
中
の
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、

天
上
の
六
道
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。
第
四
住
心
で
は
声
聞
乗
、
第
五
住
心
で
は
縁
覚
乗
を
述
べ
る
。
第
六
住
心
の
浅
略
の
説
は
、

法
相
の
教
義
に
あ
た
る
と
す
る
。
第
七
住
心
は
三
論
、
第
八
住
心
は
天
台
、
第
九
住
心
は
華
厳
に
あ
て
て
い
る
。

第
十
住
心
に
お
い
て
は
、
こ
の
住
心
は
専
ら
深
秘
門
に
限
る
と
説
く
。
そ
の
冒
頭
に
、

秘
密
荘
厳
住
心
と
は
、
即
ち
是
れ
究
竟
じ
て

自
心
の
源
底
を
覚
知
し
、
実
の
如
く
自
身
の
数
量
を
証
す

と
あ
り
、
つ
づ
い
て

所
謂
、
胎
蔵
海
会
の
曼
荼
羅
、
金
剛
界
会
の
曼
荼
羅
、

金
剛
頂
十
八
会
の
曼
荼
羅
是
也

と
あ
る
。
つ
ま
り
第
十
住
心
と
は
、
曼
荼
羅
の
世
界
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
曼
荼
羅

の
世
界
と
は
、

如
実
知
自
心

の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
心
を
覚
証
し
た
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
如
来
の
三
摩
地
を
知

っ
た
心
で
あ
る
。
こ
の
心
を
深
秘
門
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

深
秘
門
の
心
と
は
、
曼
荼
羅
の
大
日
如
来
の
心
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
心
は
、
次
の
如
く
展
開
し
て
い
く
。
即
ち
第
九
住
心
は
、

普
賢
菩
薩
の
三
摩
地
門
に
あ
た
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
普
賢
菩
薩
と
は
、
ま
た
大

舎
那
如
来
の
菩
提
心
の
一
門
の
こ
と
で
あ

る
。
同
様
に
第
八
住
心
は
、
観
自
在
菩
薩
の
三
摩
地
に
あ
た
る
。
第
七
住
心
は
、
文
殊
師
利
菩
薩
の
三
摩
地
門
に
あ
た
る
。
第
六
住
心
は
、

弥

菩
薩
の
三
摩
地
に
あ
た
る
、
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
大
日
如
来
の
四
徳
に
あ
た
る
と
し
、
そ
の
境
地
を
各
住
心
で
深
秘
釈
と
し
て

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
如
来
の
三
摩
地
を
覚
知
す
れ
ば
、
各
浅
略
門
の
住
心
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ま
た
如
来
の
三
摩
地
に
包
み
込
ま
れ
て
い
く
こ

と
が
理
解
出
来
る
。
そ
の
心
の
展
開
を
深
秘
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
思

を
曼
荼
羅
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
題
名
で
は

十
住
心

の
上
に

曼
荼
羅

の
字
を
置
き
、

曼
荼
羅
十
住
心

と
す
る
。
さ
ら
に
如
来
の
三
摩
地
の
心
は
知
り
難

き
故
に

秘
密

の
名
を
冠
し
、

秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論

と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
は
、

十
住
心
論

の
総
括
で
あ
る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）
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右
に
、

般
若
心
経
秘
鍵

と

十
住
心
論

を
出
し
た
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
空
海
の
い
う
如
来
の
内
証
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を

述
べ
た
い
た
め
で
あ
る
。

空
海
そ
の
人
は
、
確
か
に
覚
っ
て
い
る
。
空
海
は
四
十
歳
以
後
、
自
ら
覚
っ
た
覚
り
を
文
章
と
し
て
現
わ
し
た
。
そ
し
て
六
十
二
歳
で

入
滅
す
る
。
大
事
な
の
は
、
空
海
が
覚
っ
た
覚
り
は
、
空
海
存
命
中
に
覚
り
が
動
き
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

今
一
度
示
せ
ば
、
空
海
の
覚
っ
た
覚
り
は
、
空
海
の
存
命
中
に
動
き
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
覚
り
は
空
海
そ
の
人
の
入
滅
（
六
十
二

歳
）
と
関
係
な
く
、
永
遠
に
今
日
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
海
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
私
達

は
、
空
海
の
覚
り
を
拝
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
覚
り
と
は
、
も
ち
ろ
ん
空
海
そ
の
人
を
拝
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三

空
海
の
入
滅
説

空
海
は
、
歴
史
を
通
し
て
生
き
て
き
た
。
そ
し
て
現
在
も
生
き
て
い
る
。
空
海
は
な
ぜ
生
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
空
海
は
、

高
野
山
奥
の
院
に
入
定
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
私
達
の
先
人
は
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
源
を
今
一
度
歴
史
の
上
か
ら
根
拠
を
示
し
て
探
っ
て
い
き
た
い
。
以
下
に
示
す
提
出
資
料
に
は
前
後
あ
る
が
、
次
の
如
く
の
内
容
が
み

え
る
。

ま
ず
最
初
に

続
日
本
後
紀

を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
著
は
、
そ
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
、
文
徳
天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
、
清
和

天
皇
の
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
八
月
十
四
日
に
撰
推
し
た
も
の
で
あ
る
。
空
海
入
滅
後
三
十
四
年
の
成
立
で
あ
る
の
で
、
客
観
的
な
資

料
と
し
て
は
、
一
番
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
空
海
に
つ
い
て
は
、

例
一

丙
寅
○
承
和
二
年
三

月
二
十
一
日

大
僧
都
傳
燈
大
法
師
位
空
海
、
終

于
紀
伊
國
禅
居

庚
午
○
同
二

十
五
日

勅
遣

内
舎
人
一
人

弔

法
師
喪

並
施

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
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喪
料

…
（
略
）
…
法
師
者
讃
岐
國
多
度
郡
人
、
…
（
略
）
…
七
年
○
天

長

轉

大
僧
都

自
有

終
焉
之
志

隠

居
紀
伊
國
金
剛
峯
寺

化
去
之
時
年
六
十
三
。

と

３
あ
る
。
こ
こ
で
は
承
和
二
年
（
八
三
五
）
三
月
二
十
一
日
、
空
海
は
紀
伊
国
禅
居
し
て
終
っ
た
。
そ
こ
で
天
子
に
喪
を
弔
し
給
い
、
喪

料
を
賜
っ
た
。
紀
伊
国
金
剛
峯
寺
に
隠
居
す
。
六
十
三
歳
と
あ
る
。
つ
ま
り
正
史
上
で
は
、
空
海
は
入
定
で
は
な
く
入
滅
で
あ
る
と
言
え

る
。
以
下
、
入
滅
の
例
示
を
列
挙
し
て
い
く
。

空
海
の
遺
弟
で
あ
る
真
済
が
空
海
の
入
滅
の
年
に
書
い
た
と
い
う

空
海
僧
都
伝

に
、

例
二

承
和
元
年
五
月
晦
日
、
召

請
弟
子
等

語
、
正
期
今
不

幾
、
汝
等
好
住
、
慎
守

仏
法

吾
永

山
。
九
月
初
自
定

葬
虚

二
年
正
月
以
来
、
却
絶

水
誦
漿

或
人

之
曰
、
此
身
易

腐
、
更
可

以

為

養
。
天
厨
前
外
列
、
甘
露
日
進
。
止
乎
止
乎
、

不

用

人
間
味

至

于
三
月
二
十
一
日
後
夜

右
脇
唱
滅

諸
弟
子
等
一
二
者
悟
揺

病
。
依

遺
教

奉

東
峯

生
年
六
十
二
、

夏
臘
四
十
一
。

と

４
あ
る
。
承
和
元
年
五
月
に
弟
子
等
を
集
め
て
教
訓
し
て
い
る
。
同
九
月
の
初
め
自
ら
葬
處
を
定
め
、
二
年
正
月
か
ら
水
穀
類
を
絶
っ
た
。

三
月
二
十
一
日
に
右
脇
唱
滅
し
た
、
と
あ
る
。
空
海
は
入
滅
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
空
海
の
遺
弟
で
あ
る
実
恵
の
記
文
に
空
海
の
入
滅
を
表
す
文
が
み
え
る
。
承
和
二
年
十
月
七
日
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
空
海
追
懐
の
詩

篇
を
贈
っ
た
。
同
十
月
十
八
日
、
実
恵
が
遺
弟
を
代
表
し
て
謝
表
を
献
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
文
に
、

例
三

雖

云

同

無
待
之
至
神

叶

有
絶
之
玄
象

而
虚
室
自
生
高
堂
照

鏡
、
故
有

龍
顔
賜

吾
師
之
生
前

叡
藻
降

吾
師
之
死

後

…
（
略
）
…
塞
情
更
迷

金
聲
之
妙
辭

夫
子
已
適
順

教
誨

不

可

得
、
…

と

５
あ
る
。
天
皇
へ
の
上
表
文
で
あ
り
、
天
皇
を
讃
難
し
て
い
る
。
文
中

吾
師
の
死
後

の
文
あ
り
、
空
海
が
入
滅
し
た
こ
と
を
示
し
て

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
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い
る
。

ま
た
、
承
和
三
年
五
月
、
真
済
と
真
然
の
二
師
が
入
唐
す
る
が
、
そ
の
入
唐
学
法
を
請
う
表
文
に
、

例
四

思

與

法
兄

濟
阿

梨

入
唐

上
言
白
、
沙
門

然
言
、
我
蚤
投

朝
沐

清
化

十
有
七
年
、
師
父
掩
化
而
早
逝
、
不
幸
而

作

孤
露

徒
嬰

先
師
之
餘
裔

空
守

山
竈
之
残
灰

…

と

６
あ
る
。

徒
ら
に
先
師
の
余
裔
に
嬰
り
、
空
し
く
山
竈
の
残
灰
を
守
れ
り

と
あ
り
、
空
海
が
入
滅
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
承
和
四
年
三
月
三
日
付
、
真
雅
、
実
恵
の
連
名
が
あ
り
、
か
つ
太
上
天
皇
の
御
判
の
あ
る

観
心
寺
縁
起
実
録
帳

に
、

例
五

一
於

金
堂
前

有

一
石
座

是
先
師
在
日
之
時
、
拝
堂
禮
佛
之
所

座
也
、
和
尚
滅
後
之
今

定
為

日
々
影
向
之
禮
石

者

。

と

７
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
金
堂
前
に
石
座
が
一
つ
あ
る
。
こ
れ
は
先
師
が
在
日
の
時
、
こ
こ
で
拝
堂
礼
仏
を
し
た
。
和
尚
滅
後
の
今
、
師
の

影
を
慕
う
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
、
と
あ
る
。
入
滅
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、

贈
大
僧
正
空
海
和
尚
伝
記

に
、

例
六

承
和
二
年
嬰

病
隠

居
金
剛
峯
寺

三
年
三
月
二
十
一
日
卒
去
時
年
六
十
三

四
十
三

と

８
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
承
和
二
年
病
気
に
陥
り
、
翌
年
三
月
二
十
一
日
に
卒
去
し
た
、
と
あ
る
。
卒
去
に
一
年
の
誤
差
が
あ
る
資
料
で

あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
別
に
し
て
も
、
空
海
は
入
滅
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
病
死
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、

開
山
伝
譜

第
五
（

紀
伊
続
風
土
記

高
野
山
之
部
）
に

例
七

さ
て
も
大
師
の
御
入
定
と
い
ふ
こ
と
、
誠
に
小
国
末
代
に
取
っ
て
比
類
な
し
。
其
に
就
て
或
俗
生
の
申
す
に
は
、

大
師
の
入

定
と
云
は
疑
あ
る
べ
し
。
外
記
の
日
記
に
も
更
に
見
え
ず
、
只
世
の
常
の
人
入
滅
せ
し
よ
ふ
、
火
葬
に
し
奉
り
た
り
や
、
御
廟
堂
の

辺
炭
灰
な
ど
残
れ
り
。
又
公
家
よ
り
葬
料
を
送
ら
る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）
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と

９
あ
る
。
或
俗
生
が
言
う
に
は
、
大
師
が
入
定
し
た
と
い
う
に
は
疑
い
が
あ
る
。
外
記
の
日
記
に
も
書
か
れ
て
お
ら
な
い
。
常
の
人
と
同

じ
よ
う
に
入
滅
し
て
、
火
葬
に
さ
れ
た
。
そ
の
証
拠
に
御
廟
堂
の
ま
わ
り
に
炭
灰
が
残
っ
て
い
た
。
又
公
家
よ
り
葬
料
を
送
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
伝
譜
は
、
入
定
し
た
と
い
う
に
は
疑
い
が
あ
る
、
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
入
定
説
話
が
成
立
し
た
後
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
炭
灰
が
残
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同

開
山
伝
譜

第
五
の
続
き
に
、

例
八

炭
灰
残
り
け
る
は
。
御
入
定
の
後
暫
く
は
番
に
な
り
て
御
廟
院
を
守
護
し
奉
り
け
り
。

と
あ
り
、
大
師
御
入
定
の
あ
と
暫
く
は
番
人
が
い
て
御
廟
堂
を
守
っ
て
い
た
炭
灰
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
空
海
そ
の
人
は
、
自
分
の
死
を
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
空
海
自
身
が
話
し
た
と
さ
れ
る
言
葉
か
ら
み
て
み

よ
う
。

御
遺
告

と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
の

太
政
官
符
案

遺
告

に
、

例
九

吾
永
帰

山
。
吾
擬

入
滅

者
明
年
三
月
二
十
一
日
寅

。
諸
弟
子
莫

為

悲
泣

帰

住
両
部
三
宝

自
然
代

吾
被

眷
顧

吾
生
年
六
十
二
。
夏
臘
四
十
一
。

と

10
あ
る
。
文
中
、

吾
永
く
山
に
帰
ら
ん
。
吾
入
滅
を
擬
す
る
は
、
明
年
三
月
二
十
一
日
寅

な
り
。
諸
弟
子
悲
泣
す
る
こ
と
莫
れ

と

あ
る
。
自
ら
の
言
葉
と
し
て
入
滅
と
言
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、

遺
告
二
十
五
箇
条

中
の
、
第
十
七
条
の
弥

信
仰
に
関
す
る
箇
所
の
中
に
、

例
十

夫
以
。
東
寺
座
主
大
阿

梨
那
者
、
吾
末
世
後
世
弟
子
也
。
吾
滅
度
以
後

弟
子
数
千
万
之
間
長
者
也
。
雖

門
徒
数
千
万

併
吾
後
世
弟
子
也
。（
略
）
吾
閉
眼
之
後
、
必
方
往

生
兜
率
他
天

可

待

弥

慈
尊
御
前

五
十
六
億
余
之
後
、
必
慈
尊
御
共
下

生
祇
候
、
可

問

吾
先
跡

亦
且
未

下
之
間
、
見

微
雲
管

可

察

信
否

是
時
有

勤
得

祐
、
不
信
之
者
不

幸
。
努
力
々
々
、

勿

為

後
疎

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
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と

11
あ
る
。
こ
の
文
章
中
に
、
吾
入
滅
の
後
、
必
ず
兜
率
他
天
に
住
し
、
弥

慈
尊
の
現
わ
れ
る
の
を
待
つ
。
五
十
六
億
年
余
の
後
、
必
ず

弥

と
共
に
下
生
し
ま
す
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
入
定
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
空
海
の

御
遺
告

と
し
て
書
か
れ
て

い
る
他
の
も
の

遺
告
真
然
大
徳
等

、

遺
告
諸
弟
子
等

を
含
め
た
四
つ
の
文
章
に
は
、
空
海
の
死
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
入
定
と
い
う

言
葉
は
み
ら
れ
な
い
。

以
上
の
例
示
に
よ
る
と
、
空
海
の
弟
子
実
恵
、
真
済
、
真
然
に
つ
い
て
触
れ
た
文
章
に
よ
れ
ば
、
空
海
は
入
滅
さ
れ
た
と
示
し
て
お
り

入
定
の
表
現
は
見
出
せ
な
い
。
さ
ら
に
入
定
と
あ
る
文
章
で
も
、
入
定
に
は
疑
い
が
あ
る
と
い
う
入
定
の
言
葉
と
し
て
出
て
い
る
。
さ
ら

に
空
海
自
身
の
遺
告
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
文
中
に
も
入
定
の
言
葉
は
見
出
せ
な
い
。

次
に
、
空
海
の
埋
葬
の
方
法
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
文
章
を
検
討
し
て
お
く
。
は
た
し
て
空
海
は
土
葬
な
の
か
火
葬
な
の
か
。

続
日
本
後
紀

に
、
前
述
で
述
べ
た
空
海
の
入
滅
を
記
し
た
文
の
後
に
続
い
て

淳
和
上
皇
の
弔
問
の
勅

が
記
さ
れ
て

12
い
る
。

例
十
一

後
太
上
天
皇
有

弔
書

曰
、
真
言
洪
匠
、
密
教
宗
師
。
邦
家
憑

其
護
持

動
植
荷

其
摂
念

豈
圖
奄
慈
未

逼
、
無
常
遽

持
。
仁
舟

棹
、
弱
喪
失

。
嗟
呼
哀
哉
。
禅
關
僻
在
、
凶
聞
晩
伝
、
不

能

使
者
奔
添
赴
、
相

助
茶
毘

言
之
為

恨
、

悼

巳
。

右
文
中
に
、
空
海
の
禅
居
が
都
か
ら
遠
い
た
め
、
空
海
の
入
滅
と
い
う
凶
報
が
伝
え
ら
れ
る
の
が
遅
く
、
使
者
を
奔
走
さ
せ
た
が
、
茶
毘

（
火
葬
）
の
手
伝
い
を
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
と
あ
る
。
空
海
の
火
葬
を
証
明
す
る
文
と
し
て
は
、
こ
れ
が
一
番
の
信
憑
性
の

あ
る
資
料
で
あ
る
。

ま
た
、
空
海
の
遺
弟
の
実
恵
が
、
承
和
三
年
五
月
に
恵
果
和
尚
の
墓
前
お
よ
び
恵
果
の
弟
子
に
、
空
海
の
入
滅
を
報
告
す
る
た
め
に
書

い
た
文
が

13
あ
る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

八
五



例
十
二

和
尚
ト

地
南
山

置

一
伽
藍

為

終
焉
之
所
地

其
名
曰

金
剛
峯
寺

以

今
承
和
元
年

去

都
行
住
。
二
年
季
春
、

薪
盡
火
滅

行
年
六
十
二
。
鳴
呼
哀
哉
。

右
文
に
よ
れ
ば
、
空
海
は
南
山
を
終
焉
の
地
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
承
和
元
年
に
都
を
出
て
南
山
に
住
し
、
二
年
の
春

薪
盡
火
滅

行
年
六
十
二
、
と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
空
海
は
入
滅
し
火
葬
さ
れ
た
こ
と
が
連
想
出
来
る
の
で
あ
る
。
右
二
例
に
よ
っ
て
空
海
は
火
葬
に
よ

っ
て
埋
葬
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

空
海
自
身
に
お
け
る
入
定
表
現

現
在
私
達
は
、
空
海
は
高
野
山
奥
の
院
に
入
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
弘
法
大
師
信
仰
の
原
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
空
海
の
密
教
が
、
現

実
社
会
に
生
き
て
お
り
、
空
海
が
拝
ま
れ
空
海
に
救
わ
れ
て
い
る
人
が
い
る
限
り
こ
れ
は
正
し
い
。
空
海
が
入
定
し
て
い
る
と
い
う
信
仰

は
ど
こ
か
ら
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
ま
ず
、
空
海
自
身
の
文
章
の
中
で
探
っ
て
い
き
た
い
。

於
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
峯
被
請
乞
入
定
處
表

の
文
中
に
次
の
文
章
が

14
あ
る
。

例
十
三

伏
惟
我
朝
歴
代
皇
帝
留

心
仏
法

金
利
銀
台
櫛
比

朝
野

談

義
龍
象
毎

寺
成

林
。
法
之
興
隆
於

是
足

。
但
恨
高
山

深
嶺
乏

四
禅
客

幽

窮

希

入
定
賓

実
是
禅
教
未

伝
。
住
處
不

相
応

之
所

致
也
。
今
准

禅
経
説

深
山
平
地
尤
宜

修

禅

空
海
少
年
日
。
好
渉

覧
山
水

従

吉
野

南
行
一
日
。
更
向

西
去
両
日
程
。
有

平
原
幽
地

名
曰

高
野

右
文
は
、
高
野
山
開
創
と
し
て
有
名
な
文
章
で
あ
る
。
弘
仁
七
年
（
四
三
歳
）
に
、
高
野
山
を
入
定
所
と
し
て
奏
請
し
、
許
可
を
得
た

の
で
あ
る
。
空
海
は
少
年
の
時
一
度
高
野
山
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
今
は
高
山
深
嶺
に
禅
定
を
す
る
修
行
者
が
少
な
い
こ

と
を
嘆
き
、
上
は
国
家
の
た
め
に
、
下
は
諸
の
修
行
者
の
た
め
に
修
禅
の
一
院
を
築
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
中

高
山
深
嶺
乏

四

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

八
六



禅
客

幽

窮

希

入
定
賓

と
あ
り
、

入
定

の
言
葉
が
こ
こ
に
見
出
せ
る
。
こ
の
文
章
に
よ
り
、
高
野
山
は
入
定
の
地
と
し
て

空
海
が
選
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
文
章
全
体
の
意
味
か
ら
、
入
定
と
は
理
解
し
が
た
い
。
禅
定
三
昧
に
入
る
と
い
う
意
味
と
解

し
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
、
空
海
に

藤
左
近

監
為

先

設

三
七
齋

願
文

が

15
あ
る
。
そ
の
文
中
に
次
の
如
く
あ
る
。

例
十
四

仏
之
慈
悲
天
覆
地
載
。
悲
則
抜
苦
慈
能
與
楽
。
所

謂
大
師
豈
異
人
哉
。
阿
哩
也
摩

昧

羅
冒
地
薩

即
是
也
。
住

法
界

宮

輔

於
大
日
之
徳

居

都
史
殿

扇

乎
能
寂
之
風

尊
位
昔
満
権
冊

宸
宮

子

于
元
元

塗
炭
抜
済
。
無
為
主
宰
誰
敢
名
言
。

文
章
の
内
容
は
、
藤
原
左
近
将
監
が
、
亡
き
母
の
た
め
に
法
事
を
営
む
た
め
の
願
文
を
空
海
が
代
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

阿
哩
也
摩

昧

羅
冒
地
薩

と
は
弥

菩
薩
の
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
左
近
将
監
は
、
朝
に
は
四
徳
を

き
、
晩
に
は
三
宝
に
帰
依
し
て
い
る
。

朝
に
は
人
間
世
界
を
厭
い
、
夕
に
は
都
率
往
生
を
願
っ
て
い
る
、
の
意
味
で
あ
る
。
藤
原
左
近
将
監
が
誰
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

彼
が
弥

信
仰
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
文
章
は
、
密
教
の
立
場
か
ら
の
弥

の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

空
海
自
身
が
弥

信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
出
来
る
。

ま
た
、
前
述

例
十

の

遺
告
二
十
五
箇
条

中
の
内
容
を
み
る
と
、
空
海
は
入
滅
の
後
、
必
ず
兜
率
天
に
住
し
て
、
弥

菩
薩
の

前
に
い
て
、
五
十
六
億
余
の
後
、
弥

と
共
に
下
生
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
微
雲
管
よ
り
弟
子
の
信
仰
を
見
守
る
だ
ろ
う
、
と
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
空
海
自
身
が
弥

信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
、
空
海
自
身
の
文
章
の
中
か
ら
、
空
海
の
入
定
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
表
現
を
探
し
て
み
た
。
文
中
に
は
弥

信
仰
と
兜
率
天

等
の
表
現
は
あ
る
が
、
入
定
の
言
葉
を
使
用
し
た
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
え
る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

八
七



五

入
定
説
話
の
初
出

大
師
信
仰
と
い
う
空
海
へ
の
信
仰
は
、
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
空
海
の
入
定
説
話
が
大
き
く
介
在
し
て
い

る
。
つ
づ
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

空
海
の
入
定
説
話
を
解
明
す
る
に
は
、
観
賢
（
八
五
三
｜
九
二
三
）
僧
正
の
活
躍
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
観
賢
僧
正
と
空
海
と

の
関
係
を
知
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
一
つ
は
歴
史
的
事
実
か
ら
の
解
明
で
あ
り
、
今
一
つ
は
空
海
の
入
定
説
話
と

の
関
係
で
あ
る
。

始
め
に
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
、

三
十
帖
策
子

事
件
と

大
師
号
下
賜

の
問
題
が
あ
る
。

三
十
帖
策
子

と
は
、
空
海
が
入
唐
時
に
、
師
の
恵
果
か
ら
受
け
た
儀
軌
等
約
一
四
〇
余
種
を
、
唐
写
経
生
ら
の
協
力
を
得
て
書
写

し
た
も
の
。
多
量
を
書
き
納
め
る
た
め
に
細
字
で
写
し
て
三
十
帖
に
仕
立
て
た
。
一
宗
の
本
寺
で
あ
る
東
寺
経
蔵
に
保
管
し
て
、
長
者
の

他
は
披
見
さ
せ
な
い
不
文
律
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
空
海
の
弟
子
真
雅
が
借
り
出
し
返
却
せ
ず
、
こ
れ
を
真
然

が
高
野
山
に
持
ち
帰
っ
た
。
真
然
は
第
六
代
東
寺
長
者
を
辞
し
た
の
ち
、
寛
平
初
年
（
八
八
九
）
に
高
野
山
へ
帰
っ
た
。
高
野
山
で
初
め

て
座
主
職
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
長
老
の
寿
長
が
任
命
さ
れ
た
が
、
寛
平
元
年
九
月
に
卒
去
し
た
。
次
の
座
主
と
な
っ
た
無
空
は
、

真
然
・
寿
長
の
先
師
の
遺
品
で
あ
る

三
十
帖
策
子

を
肌
身
は
な
さ
ず
持
ち
歩
い
て
い
た
が
、
延
喜
十
八
年
（
九
一
八
）
に
入
滅
し
た
。

観
賢
は
、
東
寺
長
者
に
な
っ
て

三
十
帖
策
子

を
東
寺
に
返
納
す
る
よ
う
無
空
に
告
げ
た
が
、
無
空
と
そ
の
弟
子
ら
は
こ
れ
を
持
っ

て
山
を
下
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
観
賢
は
宇
多
法
皇
の
宣
旨
を
も
っ
て
こ
れ
を
強
制
的
に
返
納
さ
せ
た
の
で

16
あ
る
。

三
十
帖
策
子

事
件
は
解
決
し
た
が
、

高
野
興
廃
記

の

高
野
山
二
箇
度
中
絶
事

に
よ

17
れ
ば
無
空
一
門
が
延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）
に
退
山
し
て

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

八
八



以
来
、
延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
ま
で
の
五
年
間
高
野
山
は
荒
廃
し
た
の
で
あ
る
。
無
空
の
時
に
は
、
空
海
入
定
説
は
成
立
し
て
い
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
入
定
説
成
立
の
原
点
は
い
ま
だ
定
か
で
は
な
い
が
、
次
の
資
料
が
あ
る
。

諡
号
雑
記

に
次
の
如
く

18
あ
る
。

例
十
五

請

追
被

贈

諡
號

言
根
本
阿

梨
贈
大
僧
正
法
印
大
和
尚
位
空
海

事

爰
和
尚
奏
聞
以

東
寺

為

真
言
寺

承
和
二
年
嬰

病
隠

居
高
野
峯

謂

金
剛
峯
寺

是
也
。
同
三
年
三
月
廿
一
日
和
尚
卒
去

時
年
六
十
三

四
十
三

仁
壽
年
中
弟
子
僧
正

濟
奏
贈

大
僧
正

已
畢
。
至

于
貞
観

舎
弟

雅
僧
正
奏
贈

法
印
□
號

右
文
に
よ
れ
ば
、
空
海
は
承
和
二
年
病
気
に
な
り
高
野
山
に
隠
居
、
同
三
年
三
月
二
十
一
日
入
滅
。
仁
寿
年
中
（
八
五
一
｜
八
五
四
）

真
済
が
上
奏
し
て
大
僧
正
を
贈
っ
た
。
貞
観
（
八
五
九
｜
八
七
七
）
に
真
雅
が
上
奏
し
て
法
印
号
を
贈
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
文
は
、
延

喜
十
八
年
（
九
一
八
）
八
月
十
一
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
か
ら
は
、
空
海
入
滅
後
八
十
三
年
後
の
延
喜
十
八
年
に
は
、
ま
だ
入
定

説
話
は
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
が
推
測
出
来
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、

金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起

を

19
み
る
。

例
十
六

承
和
二
年
三
月
十
五
日
又
云
。
吾
擬

入
定

來
廿
一
日
寅

。
自
今
以
後
不

用

人
食

仁
等
莫

悲
泣

又
勿

着

喪
服

吾
入
定
之
間
。
往

定
天

而
参

仕
慈
尊
御
前

五
十
六
億
餘
後
慈
尊
下
生
之
時
。
必
随
従
而
可

見

吾
舊
跡

…
（
略
）
…
承
和

二
年
乙
卯
三
月
廿
一
日
寅
時
。
結

坐
。
結

大
日
定
印

奄
然
入
定

兼
日
十
日
四
時
行
法
。
其
間
御
弟
子
共
唱

彌

寶
號

唯
以

目

言
語

為

入
定

自
餘
如

生
身

于
時
生
年
六
十
二
。
夏

四
十
一
。
雖

然
如

世
人

不

喪
送

而
厳
然
安
置
。

（
略
）
事
一
向

然
僧
正
所

営
也
。
於

仁
壽
之
此

依

濟
僧
正
奏

贈

大
僧
正

田
村
天
王
御
宇
也
。
以

延
喜
之
此

醍
醐
天

王
御
代
。
依

観
賢
僧
正
上
表

給

諡
號

称

弘
法
大
師

也
。
…

右
文
に
よ
れ
ば
、
承
和
二
年
三
月
二
十
一
日
に
、
空
海
は
結

坐
し
て
大
日
の
印
を
結
び
入
定
し
た
こ
と
を
決
定
さ
せ
る
こ
と
を
、

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

八
九



む
し
ろ
意
図
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
入
定
の
様
子
が
実
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
入
定
の
の
ち
真
済
僧
正
が
上
奏
し
て
大
僧
正

を
賜
わ
り
、
観
賢
僧
正
が
上
表
し
て
諡
号
弘
法
大
師
が
贈
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
、
康
保
五
年
（
九
六
八
）
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
空
海
の
入
定
説
話
は
、
空
海
入
滅
後
百
三
十
三
年
後
に
は
、
完
成
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
空
海
入
定
説
成
立
に
か
か
わ
る
時
期
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
と
、

政
事
要
略

巻
二
十
二
、
年
中
行
事
八
月
上
、
御
霊

会
に
、

例
十
七

余
寛
弘
四
年
出
為

河
内
守

五
年
九
月
五
日
往

大
県
郡
普
光
寺

僧
幡
慶
語
云
。（
略
）
幡
慶
夢
謁

大
師

已
非

少
縁

大
師
入
滅
之
後
。
其
身
不

乱
懐

猶
在

高
野

希
代
之
事
也
。
…

と

20
あ
る
。
僧
幡
慶
が
、
高
野
へ
行
く
こ
と
を
願
っ
て
い
た
こ
ろ
、
夢
の
中
で
高
野
へ
詣
で
て
、
弘
法
大
師
に
会
っ
た
。
大
師
は
入
滅
の
後
、

遺
体
が
乱
懐
せ
ず
に
、
い
ま
な
お
高
野
で
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇

七
）
の
話
で
あ
る
。
こ
の
当
時
空
海
の
入
定
説
話
が
地
方
に
も
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
出
来
る
。

六

大
師
号
下
賜
と
観
賢

次
に
、

大
師
号
下
賜

の
立
場
か
ら
見
て
い
こ
う
。
延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
十
月
、
空
海
に
大
師
号
追
贈
の
勅
許
が
下
り
、

弘

法
大
師

と
い
う
大
師
号
が
贈
ら
れ
た
。
こ
れ
は
観
賢
が
上
奏
し
た
の
で
あ
る
。

諡
号
雑
記

に

請

重
被

處
分

追

賜
諡
号
真
言

根
本
阿

梨
贈
大
僧
正
法
印
大
和
尚
位
空
海

状

が
あ
り
、
文
中
に

望
請
殊
蒙

天
裁

被

号

本
覚
大
師

追

贈
諡
号

と

21
あ
る
。
延
喜
二
十
一
年
十
月
二
日
□
権
大
僧
都
法
眼
和
尚
位
観
賢
上
表
と
な
っ
て
い
る
。

観
賢
の
上
奏
は
、
今
回
が
三
度
目
で
あ
る
が
、
三
度
目
の
上
奏
に
よ
っ
て
大
師
号
は
認
め
ら
れ
勅
許
が
直
ち
に
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

九
〇



観
賢
は

本
覚
大
師

と
指
定
し
た
が
、
そ
れ
と
は
違
っ
て

弘
法
大
師

の
大
師
号
が
下
賜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
観
賢
の
上
奏
文
に
対

し
て
、
次
の
よ
う
な
審
議
を
し
た
こ
と
が
、

東
寺
長
者
補
任

巻
一
の
延
喜
二
十
一
年
の
項
に
書
か
れ
て

22
い
る
。

例
十
八

外
気
日
記
云
。
延
喜
廿
一
年
十
月
廿
七
日
己
卯
天
晴
。
右
大
臣
藤
原
忠
平
就

左
近
陣
座

是
日
依

権
大
僧
都
観
賢
申
請

授

故
贈
大
僧
正
空
海
諡
号

勅
書
、
令

少
納
言
平
惟
扶

発

遣
于
紀
伊
国
金
剛
峯
寺

其
諡
名

弘
法
大
師

焉
、
但
准

仁
和

二
年
賜

遍
照
僧
正

勅
書

其
承
和
以
後
日
可

下

諸
司

者
、
是
勅
語
也
、
史
生
浅
口
守
行
、
使
部
二
人
、
依

旧
例

相

従
少
納

言

即
弁
官
奉

右
大
臣
宣

竝
載
已
了
。

右
文
に
よ
れ
ば
、
時
の
右
大
臣
藤
原
忠
平
が
左
近
陣
座
に
つ
い
て
、
観
賢
の
申
請
を
審
査
し
、
諡
号
下
賜
の
勅
書
を
下
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
無
空
一
門
の
下
山
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
い
た
高
野
山
は
、
延
喜
二
十
一
年
を
も
っ
て
立
ち
直
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
観
賢
は
、

三
十
帖
策
子

問
題
に
よ
っ
て
高
野
山
を
荒
廃
さ
せ
た
が
、
ま
た

大
師
号
下
賜

と
い
う
重
要
な
仕
事
を
し
た
人
と
な
っ
た
。
こ
こ

で
重
要
な
こ
と
は
前
述
の

諡
号
雑
記

例
五

と
、

東
寺
長
者
補
任

例
十
八

の
空
海
へ
の

大
師
号
下
贈

の
延
喜
二
十
一

年
（
九
二
一
）
に
は
、
入
定
説
話
は
完
成
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
大
師
の
入
定
説
話
は
、
い
つ
初
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
観
賢
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
大
師
の
入
定

説
話
を
順
次
見
て
い
こ
う
。

大
師
号
下
賜
の
勅
書
が
下
さ
れ
た
時
に
、
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

大
師
御
行
状
集
記

中
の

延
喜
年
中
奉

見
條
第
百
二

に
、

次
の
文
が
見
出

23
せ
る
。

例
十
九

或
説
曰
。
依

帝
皇
御
夢
想

以

僧
正
観
賢

被

令

祈
請

重
依
有

夢
想

随

其
感
應

開

御
入
定

室

奉

見

顔

色

只
如

例
人

思
往
昔
色
像
如

此

。
僧
正
観
賢

勅
使
。
凡
可

奉

見
之
人
皆
拝
見
。
然
加

剃
除

整

御
法
服

如

本
奉

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

九
一



埋
蔵

已
了
。
具

子
細

奏

聞
公
家

了
云
云
。
或
説
曰
。
延
喜
年
中
観
賢
僧
正
有

祈
誓
感
應

蒙

官
裁

開

御
入
定

窟

（
略
）
既
奉

拝

見
御
入
定
法
體

宛
如

睡
人

無

敢
衰
容
色

然
勅
使
等
皆
奉

體
拝

欣
悦
無

極
。
次
奉

剃

御
髪

奉

着

法
衣

如

本
奉

蔵
収

畢
云
云
。
又
云
。
右
大
辨
定
親
朝
臣
語
云
。
奉

見

大
師
御
入
定
之
相

依

勅
以

御
服
料
之
内

縫

法

衣

奉

着
之
由
。
注

置
官
文

以

此
趣

宗
人
々

三
語
傳
云
云
。
…

右
に
、
或
説
曰
、
或
説
曰
、
又
云
と
し
て
諸
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

入
定

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
観
賢
の

奥
の
院
開
扉
が
語
ら
れ
て
い
る
。
延
喜
年
中
（
九
〇
一
｜
九
二
三
）
で
あ
る
か
ら
醍
醐
天
皇
の
時
で
あ
る
。
従
っ
て

醍
醐
天
皇
の
御
夢

の
中
に
空
海
が
現
れ
た

等
の
話
も
出
て
い
る
。

空
海
が
奥
の
院
に
入
定
し
て
い
る
と
の
言
葉
を
探
る
と
延
喜
年
中
の
こ
の
あ
た
り
が
最
初
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
文
中
に
出
て
来
る

説
話
と
し
て
は
、
醍
醐
天
皇
の
御
夢
の
中
に
空
海
が
現
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
弘
法
大
師
と
の
諡
号
下
賜
に
か
こ
つ
け
た
観
賢
開
廟
が
入
定

説
話
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

観
賢
の
開
廟
の
話
し
は
、
延
喜
二
十
一
年
に
大
師
号
が
下
賜
さ
れ
た
。
観
賢
は
醍
醐
天
皇
の
勅
使
ら
と
共
に
、
奥
の
院
の
大
師
御
廟
に

そ
の
報
告
を
す
る
。
そ
の
時
観
賢
は
御
廟
の
扉
を
開
い
て
大
師
の
御
身
体
を
拝
見
し
た
。
空
海
は
顔
色
も
変
ら
ず
、
定
に
入
っ
た
ま
ま
座

し
て
お
り
頭
髪
は
延
び
て
い
た
。
そ
こ
で
観
賢
は
、
延
び
た
御
髪
を
剃
り
、
朽
ち
た
御
衣
を
取
り
替
え
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

観
賢
開
廟
の
こ
の
説
話
は
、
以
後
多
く
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

今
昔
物
語

巻
十
一

弘
法
大
師
始
建
高
野
山
語
第
二
十
五
の

条

は
有
名
で

24
あ
る
。
空
海
入
定
説
話
と
し
て
の
こ
の
話
は
、
以
後

空
海
入
定

を
決
定
づ
け
る
大
事
な
説
話
と
な
り
、
尾
鰭
を
つ
け

て
発
展
し
て
い
る
。
つ
ま
り
観
賢
と
共
に
、
空
海
の
入
定
の
目
撃
者
を
登
場
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
初
め
は

淳
祐

の
登
場
で
あ
る
。

例
二
十

醍
醐
天
皇
御
宇
延
喜
廿
一
年
十
一
月
廿
七
日
。
般
若
寺
僧
正
観
賢
。
忝
奉

聖
主
勅
命

親
開

入
定
禅
窟

是
則
主
上
依

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

九
二



大
師
御
夢
想

調

桧
皮
色
御
装
束
一
襲

被

奉

送
高
野
廟

云
故
也
。（
略
）
爰
石
山
淳
祐
内
供
随

僧
正

入

石
室
中

奉

摩

大
師
御
膝

是
故
其
手
一
期
有

餘
香

而
不

失
云
々
。
是
則
大
師
入
定
之
後
八
十
三
年
之
事
也
。
…

右
文
は
、

高
野
山
奥
院
興
廃
記

中
、

一
、
拝

廟
塔
戸

親
臨

石
室

拝

見
入
定
聖
容

事

と
し
て
出
て

25
い
る
。
内
容
は
、
観
賢

開
廟
の
話
に
つ
づ
け
て
、
観
賢
の
弟
子
石
山
の
淳
祐
内
供
が
観
賢
に
従
っ
て
石
室
に
入
っ
た
。
淳
祐
に
は
空
海
の
姿
が
見
え
な
か
っ
た
の

で
観
賢
が
淳
祐
の
手
を
取
っ
て
空
海
の
膝
に
触
れ
さ
せ
た
。
淳
祐
の
手
元
に
は
い
つ
ま
で
も
香
の
臭
い
が
残
り
消
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

空
海
の
入
定
説
話
を
探
る
と
、
大
師
号
の
下
賜
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
出
来
る
。
諡
号
は
延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
で
あ
る

が
、
こ
の
時
に
は
入
定
説
話
は
完
成
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
少
し
前
無
空
一
門
が
延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）
に
高
野
山
を
退
山
し

た
時
も
、
歴
史
資
料
の
上
で
は
入
定
説
話
は
見
出
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
延
喜
年
中
（
九
〇
一
｜
九
二
三
）
と
書
か
れ
た

例
十
九

を
見
る
と
観
賢
の
開
廟
の
説
話
と
共
に

入
定

の
言
葉
が
出
て
く
る
。
従
っ
て
入
定
説
話
は
大
師
号
下
賜
（
九
二
一
）
が
あ
っ
て
、
こ

れ
が
機
縁
と
な
っ
て
、
延
喜
の
末
に
語
り
初
め
ら
れ
た
説
話
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
観
賢
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
空
海
入

滅
後
八
十
八
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述

例
十
六

の

金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起

に
述
べ
て
い
る
入
定
説
に
よ
っ
て
、
康
保
五
年

（
九
六
八
）
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
入
定
説
話
が
見
ら
れ
る
。
空
海
入
滅
後
百
三
十
三
年
の
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に

政
事
要
略

例
十
七

に
よ
れ
ば
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
に
は
、
大
師
入
定
説
は
河
内
地
方
等
の
地
方
に
流
布
し
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
大
師

入
定
説
は
、
九
二
一
年
頃
成
立
し
、
九
六
八
年
に
は
入
定
説
話
と
し
て
完
成
さ
れ
、
一
〇
〇
七
年
頃
に
は
高
野
山
を
中
心
と
す
る
地
域
に

は
流
布
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
後
入
定
説
話
は
入
定
信
仰
と
し
て
、
順
次
発
展
し
て
い
き
大
師
信
仰
と
し
て
広
ま
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
入
定
信
仰
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
済
暹
の

大
師
御
入
定
勘
決
記

が
出
来
る
の
で
あ
る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

九
三



七

済
暹
僧
都
と

大
師
御
入
定
勘
決
記

済
暹
僧
都
（
一
〇
二
五
｜
一
一
一
五
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

大
師
御
入
定
勘
決
記

（
以
下

勘
決
記

と
略
称
す
る
）
に
は
、

例
二
十
一

入
定
入
滅
異
説

入
定
年
代
異
説

入
滅
定
有

世
人
疑
謗

事

と

26
あ
る
。
つ
ま
り
済
暹
は
、
そ
の
当
時
ま
で
の
入
滅
説
を
整
理
し
て
入
定
説
の
立
場
か
ら
定
着
さ
せ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

勘
決
記

で
あ
る
。
以
下
に

勘
決
記

の
特
徴
を
述
べ
て
い
く
。

ま
ず
、
本
論
文

例
一

の

続
日
本
後
紀

記
載
の
問
題
に
つ
い
て
、

勘
決
記

に
は
、

例
二
十
二

大
師
入
定
日
天
下
令
普
聞

入
滅
由

而
未

聞

入
定
事

也
。
因

之
天
皇
乍
驚
俄
弔

喪
賜

喪
料

也
。
依

此
義

彼
後

記
文
且
雖

安

弔
喪
及
施
喪
料
詞

正
所
存
本
意
者
。
是
入
定
事
也
。

と
述
べ
て

27
い
る
。
文
意
を
取
る
と
、
弘
法
大
師
が
入
定
さ
れ
た
日
に
、
天
下
の
人
々
は
入
滅
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
が
、
入
定
と
い
う
こ

と
は
ま
だ
聞
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
も
、
そ
の
喪
を
弔
い
喪
料
を
布
施
し
た
。
だ
か
ら

続
日
本
後
紀

も
一
般
的
な
言
葉
を

使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
本
来
の
意
味
は
、
弘
法
大
師
の
入
定
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
な
る
。

済
暹
は
、
入
定
を
も
っ
て
全
て
の
結
論
と
し
て
い
る
。
従
っ
て

勘
決
記

の
結
論
は
、
全
て
の
事
項
は
入
定
で
終
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら

続
日
本
後
紀

の
入
滅
の
問
題
も
新
た
な
疑
問
と
し
て
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
弘
法
大
師
が
入
定
さ
れ
た
と
す
る

の
な
ら
ば
、
な
ぜ
入
定
さ
れ
た
こ
と
を
世
間
に
示
さ
ず
、
天
下
に
た
だ
入
滅
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

勘
決
記

は
、
こ
の
こ
と
を
、
次
の
如
く
解
決

28
す
る
。

例
二
十
三

入
定
事

本
吾
朝
不

相
應

事
也
。
所
以
當
時
諸
宗
明
匠
等
若
聞

入
定
事

者
。
必
方
可

致

疑
成

謗
故
。
則
憚

之

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

九
四



故
大
師
遺
弟
等
悉
隠

密
入
定
由

只
令

風

聞
入
滅
事

也
。

右
文
に
よ
れ
ば
、
入
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
日
本
に
お
い
て
は
、
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
時
諸
宗
の
優
れ
た
僧
侶
が

こ
れ
を
聞
け
ば
、
必
ず
入
定
と
い
う
事
に
疑
問
を
持
ち
、
非
謗
が
お
こ
る
。
そ
れ
を
憚
っ
た
大
師
の
遺
弟
ら
が
、
入
定
の
こ
と
を
隠
し
、

入
滅
と
い
う
こ
と
を
天
下
に
伝
わ
っ
た
ま
ま
に
し
て
い
た
、
の
意
で
あ
る
。

勘
決
記

は
こ
の
よ
う
に
、
大
師
は
入
定
で
あ
る
と
し
て

結
論
づ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

次
に
、

勘
決
記

に
は
、
本
論
文

例
二

の

空
海
僧
都
伝

か
ら
の
引
用
箇
所
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

空
海
僧
都
伝

で
は
、

三
月
二
十
一
日
の
午
前
四
時
頃
に
、
和
上
は
右
脇
を
下
に
し
て
終
り
を
告
げ
ら
れ
た

と
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
意
味
は
入
定
で

は
な
く
入
滅
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

勘
決
記

で
は
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
く
。
第
一
に
は
、

空
海
僧
都
伝

の
奥
書
に

亡
名
僧
述

と
書
か
れ
て
い
る
。

勘
決

記

は
、

空
海
僧
都
伝

を
真
済
僧
正
記
と
い
わ
れ
る
が
、
真
済
僧
正
が
師
の
弘
法
大
師
伝
を
書
く
の
に
、

亡
名
僧
述

と
記
す
る
は

ず
が
な
い
。
だ
か
ら

空
海
僧
都
伝

は
真
済
僧
正
の
著
述
で
は
な
い
。
真
済
僧
正
の
著
述
で
あ
る
な
ら
、
何
の

え
が
あ
っ
て
、
わ
ざ

わ
ざ

亡
名
僧
述

と
し
た
の
か
、
理
解
出
来
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た

空
海
僧
都
伝

を
真
紹
僧
正
（
七
九
七
｜
八
七
三
）

の
述
と
す
る
説
も
存
在
す
る
が
、
同
様
の
理
由
で
こ
れ
も
理
解
出
来
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

勘
決
記

で
は
、

空
海
僧
都
伝

の
弘
法
大
師
の
入
滅
を
記
し
た
箇
所
は
、
正
義
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
こ
の
説
に
は
三
種
の
相
違
が
あ
る
。
一
つ
は
年
序
の
相
違
。
二
つ
は
坐
臥
の
相
違
。
三
つ
は
入
滅
入
定
の
相
違
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
こ
の
伝
記
の
作
者
は
、
真
済
僧
正
で
な
く
他
人
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
本
論
文

例
六

贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記

の

承
和
二
年
嬰

病
隠

居
金
剛
峯
寺

三
年
三
月
二
十
一
日
卒
去
。
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時
年
六
十
三

三
十
三

に
つ
い
て

勘
決
記

は
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
弘
法
大
師
が
卒
去
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
入
滅
説
を
導
く
も
の
で

あ
る
。
し
か
し

贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記

に
は

寛
平
七
年
三
月
十
日
貞
観
寺
座
主

と

29
あ
る
。
貞
観
寺
座
主
と
あ
る
こ
と
よ
り
、

古
来
か
ら
真
雅
僧
正
（
八
〇
一
｜
八
七
九
）
の
記
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

勘
決
記

は
、
こ
れ
に
対
し
疑
問
を
挙
げ
て

30
い
る
。

例
二
十
四

勘

此
傳
正
文

敢
不

彼
僧
正
御
所
造

也
。
所
以
者
何
。
此
傳
奥
文
正
示

是
傳
記
之
製
作
年
月

之
所
云
。
寛
平
七
年

三
月
十
日
作

之
云
云
。
而
勘

貞
観
寺
僧
正
入
滅
年
月

處
。
彼
僧
正
入
滅
期
正
是
當

元
慶
二
年
正
月
三
日

是
也
。

元
慶
二
年

至

于
寛
平
七
年

相
隔
間
十
餘
ケ
年
也
。
所
以
知
不

彼
僧
正
御
所
造
傳

。

右
文
は
、
こ
の
伝
記
の
奥
書
に
、
製
作
年
月
日
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
三
月
十
日
に
こ
れ
を
作
る
と
書

い
て
あ
る
。
し
か
し
真
雅
僧
正
は
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
正
月
三
日
に
入
滅
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
十
余
年
の
異
な
り
が
あ
る
こ
と
か

ら

贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記

は
、
真
雅
僧
正
の
作
で
は
な
く
、
後
の
人
の
記
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

又
、

贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記

に
は
、
承
和
二
年
病
に
な
り
、
金
剛
峯
寺
に
退
き
、
承
和
三
年
三
月
二
十
一
日
に
卒
去
す
る
、
と

書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
違
う
と
あ
る
。
す
な
わ
ち

勘
決
記

は
、
卒
去
し
た
年
代
が
違
う
と
し
、
承
和
二
年
三
月
二
十
一
日
で
あ

る
と
す
る
。
真
雅
僧
正
は
、
弘
法
大
師
の
弟
で
あ
り
、
法
の
上
で
も
実
恵
と
共
に
高
弟
で
あ
る
。
そ
の
真
雅
僧
正
が
、
弘
法
大
師
の
入
定

の
年
代
を
間
違
う
と
は

え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り

贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記

は
、
真
雅
僧
正
の
記
と
は
言
え
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
火
葬
論
の
真
偽
に
よ
っ
て
、
空
海
の
入
定
説
と
の
関
係
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

初
め
に
、
弘
法
大
師
の
火
葬
論
の
根
拠
と
さ
れ
る
文
献
は
、

続
日
本
後
紀

で
あ
る
。
先
に
示
し
た

例
十
一

が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の

続
日
本
後
紀

の
御
太
上
天
皇
（
淳
和
天
皇
）
の
御
弔
問
の
勅
は
、
全
文
に
わ
た
り
、
空
海
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
。
文
中
に
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は

荼
毘

と
い
う
語
句
が
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
空
海
が
火
葬
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
た
と
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の

荼
毘

の
語
句
は

弘
法
大
師
正
伝

に
お
い
て
は
、

且
荼
毘
二
字
亦
頗
可

怪
。
猶

31
追

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
来

か
ら
不
可
解
な
文
字
と
さ
れ
て
き
た
。

勘
決
記

に
お
い
て
は
、

例
二
十
五

大
師
入
定
日
天
下
令
普
聞

入
滅
由

而
未

聞

入
定
事

也
。
因

之
天
皇
乍
驚
俄
弔

喪
賜

喪
料

也
。
依

此
義

彼
後

記
文
且
雖

安

弔
喪
及
施
喪
料
詞

正
所
存
本
意
者
。
是
入
定
事
也
。

と

32
あ
る
。
空
海
が
入
定
さ
れ
た
日
に
、
天
下
の
人
に
は
入
滅
の
こ
と
を
聞
き
、
入
定
の
こ
と
を
ま
だ
聞
い
て
お
ら
な
か
っ
た
。
天
皇
も
驚

い
て
そ
の
喪
を
弔
い
、
喪
料
を
も
布
施
し
た
、
と
あ
る
。

右
は
、
空
海
の
入
定
し
た
と
い
う
情
報
は
、
正
し
く
世
間
に
広
ま
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
当
時
一
般
の
僧
侶
の
火
葬
に

よ
っ
て
葬
ら
れ
た
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
故
に
、

続
日
本
後
紀

の
内
容
か
ら
は
、
空
海
の
火
葬
論
は
、
導
く
こ
と
が
出
来
な
い
と

結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
済
暹
僧
都
著

勘
決
記

を
検
討
し
た
。

勘
決

と
は
、

え
て
判
断
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て

勘
決
記

は
、

そ
れ
ま
で
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
空
海
入
定
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
テ
ー
マ
を
、
入
定
で
あ
る
と
結
論
し
、
こ
の
立
場
に
立
っ

て
検
討
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
結
論
は
決
ま
っ
て
い
る
。
入
定
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
は
、

勘
決
記

で
述
べ
て
あ
る
結
論

へ
の
過
程
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
空
海
の
入
定
説
話
が
済
暹
僧
都
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
つ

ま
り
入
定
説
話
は
済
暹
僧
都
（
一
〇
二
五
｜
一
一
一
五
）
の
時
代
、
平
安
後
期
に
は
完
全
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
き

た
い
。

空
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の
さ
と
り
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結

語

さ
て
、
本
学
会
の
統
一
テ
ー
マ

仏
教
に
お
け
る
祈
り
の
問
題

に
つ
い
て
、
私
は

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰

と
題
し
て
こ
の

問
題
を
検
討
し
た
。

確
か
に
弘
法
大
師
へ
の
信
仰

大
師
信
仰

は
、
弘
法
大
師
以
後
今
日
ま
で
千
年
以
上
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
弘
法
大
師
へ
の
信
仰
が

ど
こ
で
生
ま
れ
て
、
な
ぜ
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
か
、
こ
の
問
題
を
問
う
時
、
そ
の
第
一
の
原
因
は
、
弘
法
大
師
そ
の
人
に
あ
る
こ
と
は

明
確
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
空
海
そ
の
人
が
覚
り
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
空
海
は
確
か
に
自
ら
が
仏
で
あ
る
と
い
う
覚
り
を
覚
証
し
、
仏
の

三
昧
に
自
ら
を
入
れ
て
、
そ
こ
か
ら
言
葉
を
発
し
て
い
る
。
自
ら
が
覚
証
し
た
覚
り
を

密
教

と
名
づ
け
て
、
文
章
に
よ
っ
て
そ
れ
を

御
披
露
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
空
海
の
さ
と
り
つ
ま
り

密
教

は
、
理
論
と
実
践
が
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
空
海
は
六
十

二
歳
で
入
滅
さ
れ
た
。

し
か
し
空
海
は
今
日
ま
で
信
仰
の
対
象
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
今
回
は
こ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
。

ま
ず
、
空
海
の
入
滅
説
を
検
討
し
た
。
こ
れ
に
か
か
わ
る
埋
葬
（
土
葬
、
火
葬
）
を
も
加
え
て
検
討
す
る
と
、
空
海
入
滅
時
に
は
、

入

定

と
い
う
内
容
は
み
ら
れ
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
空
海
の
覚
り
の
内
容
が
永
遠
で
あ
る
た
め
に
、
空
海
そ
の
人
が
永
遠
で
あ
る
と
の

表
現
が
、

入
定

と
い
う
言
葉
に
託
し
て
現
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

空
海
以
後
そ
れ
は
歴
史
的
な
事
項
を
と
う
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た

入
定
説
話

と
し
て
独
立
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
も

な
っ
た
。
そ
こ
に
観
賢
が
現
わ
れ
、

無
空
の
離
山

三
十
帖
策
子

大
師
号
下
賜

な
ど
の
歴
史
的
な
事
実
と

奥
の
院
開
廟

な

ど
の
入
定
説
話
は
、
こ
こ
で
一
つ
と
な
り
空
海
入
定
説
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
以
後
入
定
説
は
入
定
説
話
と
し
て
発
展
し
て
い
く
の
で

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
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あ
る
。
つ
ま
り
入
定
説
話
は
延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
に
そ
の
萌
芽
を
み
せ
、
慶
保
五
年
（
九
六
八
）
に
は
成
立
し
、
さ
ら
に
済
暹
の

勘
決
記

に
は
完
成
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
師
信
仰
も
成
立
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
弘
法
大
師
空
海
は
覚
っ
て
い
る
。
そ
の
覚
り
は
、
各
時
代
の
人
々
に
救
い
を
与
え
な
が
ら
今
日
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
達
は
、

南
無
大
師
遍
照
金
剛

の
御
宝
号
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
海
そ
の
人
の
覚
り
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

１

弘
法
大
師
全
集

第
一
輯
（

御
請
来
目
録

）
九
九
頁

２

空
海
の
上
表
文
に
つ
い
て
は
、
拙
著

空
海
密
教
の
源
流
と
展
開

一
八
三
｜
二
三
五
頁
参
照

３

新
訂
増
補
国
史
大
系

（

続
日
本
後
紀

）
三
八
頁
。
例
示
の
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
じ
。

４

続
群
書
類
従

第
八
輯
下
伝
部
（

空
海
僧
都
伝

）
四
八
九
頁
下

５

弘
法
大
師
伝
記
集
覧

（

高
野
大
師
御
広
伝

）
九
六
五
頁

６

弘
法
大
師
伝
記
集
覧

（

弘
法
大
師
弟
子
伝

）
九
七
五
頁

７

弘
法
大
師
伝
記
集
覧

（

観
心
寺
文
書

）
六
六
一
頁

８

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
（

贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記

）
三
八
頁
上

９

弘
法
大
師
伝
全
集

第
七
（

開
山
伝
譜

第
五
）
一
九
八
頁
上

10

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
（

御
遺
告

太
政
官
符
案

遺
告

）
七
頁
上

11

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
（

御
遺
告

遺
告
二
十
五
箇
条

）
十
七
頁
上

12

新
訂
増
補
国
史
大
系

（

続
日
本
後
紀

）
三
八
頁

13

続
群
書
類
従

第
八
輯
下
伝
部
（

弘
法
大
師
御
伝

巻
下
）
五
五
五
頁
下

喜
田
貞
吉
博
士
も
、
空
海
の
入
定
と
は
入
滅
で
あ
り
、
火
葬
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

弘
法
大
師
の
入
定
説
に
就
い
て

（

史
林

）
五

｜
二
、
三
五
頁
下

空
海
の
さ
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り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
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九
九



14

弘
法
大
師
全
集

第
三
輯
、
五
二
四
頁

15

弘
法
大
師
全
集

第
三
輯
、
四
九
三
頁

16

続
々
群
書
類
従

第
十
二
輯
（
宗
教
部

東
宝
記

第
六
）
一
二
六
頁
上

17

大
日
本
仏
教
全
書
・
寺
誌
叢
書
第
四

（

高
野
興
廃
記

）
一
八
頁
上

18

続
群
書
類
従

第
二
十
八
輯
下
（
釈
家
部

諡
号
雑
記

）
三
九
三
頁
下

19

続
群
書
類
従

第
二
十
八
輯
上
（
釈
家
部

金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起

）
二
八
五
頁
下

20

新
訂
増
補
国
史
大
系

（

政
事
要
略

前
編
）
六
頁

21

続
群
書
類
従

第
二
十
八
輯
下
（
釈
家
部

諡
号
雑
記

）
三
九
五
頁
下

22

弘
法
大
師
伝
記
集
覧

（

東
寺
長
者
補
任

）
一
〇
八
九
頁

23

続
群
書
類
従

第
二
十
八
輯
下
（
釈
家
部

大
師
御
行
状
集
記

）
五
二
一
頁
上

24

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

二
四
（

今
昔
物
語

）
一
〇
六
頁

25

大
日
本
仏
教
全
書

第
四
（

奥
院
興
廃
記

）
一
〇
一
頁
上

26

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
（
株
式
会
社
ピ
タ
カ
）
九
八
頁
上

入
滅
説
を
唱
え
る
論
文
と
し
て
は
、
喜
田
貞
吉
著

弘
法
大
師
入
定
説
に
就
い
て

（

史
林

五
｜
二
、
三
二
・
三
三
頁
）。
石
田
秀
文

著

大
師
信
仰

（

新
更

特
別
号
三
、
五
頁
）

27

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
、
一
〇
〇
頁
下

28

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
、
一
〇
〇
頁
下

29

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
、
三
八
頁
上

30

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
、
一
〇
〇
頁
上

31

弘
法
大
師
伝
全
集

第
七
、
八
八
頁
上

32

弘
法
大
師
伝
全
集

第
一
、
一
〇
〇
頁
下

な
お
、
同
結
論
と
し
た
論
文
に
加
藤
精
神
著

高
祖
の
御
入
定
説
に
就
い
て

（

新
興

五
の
二
、
三
。
五
六
二
・
五
六
三
頁
）
が
あ

る
。

空
海
の
さ
と
り
と
大
師
信
仰
（
静

慈
圓
）

一
〇
〇
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